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令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 

高齢福祉部高齢福祉課 

 

「介護職の住まい支援」による介護人材の確保・定着支援と介護基盤整備の推進について 

 

１ 主 旨 

区では、質の高い介護サービスが安定的に提供できるよう、介護基盤の整備を進めるとと

もに、介護の資格取得に要した費用や職場環境の改善に資するデジタル機器導入費用の助成

を行うなど、介護人材対策に取り組んできたが、依然厳しい状況が続いている。 

国は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3年 11月 19日閣議決定）に

基づき、２月から介護職員を対象に収入を３％程度（月額 9,000円）引き上げるための措置

を講じるとしている。 

区においても、介護人材の確保・定着の推進のため、令和 3年 6月に介護人材対策推進協

議会を設立した。今後、さらなる推進をしていくため、「介護職の住まい支援」の拡充に取

り組むとともに、介護人材の採用活動経費にかかる助成事業の見直し・充実を図ることによ

り、地域密着型サービス事業所の整備を推進する。 

 

２ 具体的取り組み（全体像は「別紙」のとおり） 

（１）介護職の住まい支援 

① 【拡】介護職員等宿舎借上げ支援事業 

 対象事業所：区と福祉避難所協定を締結している地域密着型サービス事業所 

（5事業所） 

 拡 充 内 容：1事業所あたり最大 4戸の助成要件を上限なしに変更 

② 特別養護老人ホーム介護職員宿舎借上げ支援事業 

 対象事業所：特別養護老人ホーム（地域密着型含む）（27施設） 

③ 【新】地域密着型サービス事業所宿舎借上げ支援事業 

 対象事業所：地域密着型サービス事業所（福祉避難所協定の要件なし） 

· 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（8事業所） 

· 小規模多機能型居宅介護（13事業所） 

· 看護小規模多機能型居宅介護（4事業所） 

· 認知症高齢者グループホーム（44事業所） 

 対象入居者：介護職員、看護師、介護支援専門員等 

 助成要件：1事業所あたり上限 4戸、1戸あたり上限 4年間 

 助 成 額：宿舎 1戸あたり月 82,000円上限、助成率は 7/8 

（２）介護人材の確保支援 

① 介護人材採用活動経費助成事業 

 対象事業所：介護サービス事業所（福祉用具等は除く） 

 助 成 額：サービス種別により上限 200,000円～400,000円 

 事 業 概 要：助成金の使途について、求人サイトや求人広告の掲載料のほか、求

職者向けパンフレットや自社ホームページへの求職者向け情報の追

加、ＷＥＢ面接会用の事業所ＰＲ動画の制作費などの活用を促す仕

組みに変更する。 

 

３ 概算経費（令和 4年度予算） 

① 介護職の住まい支援  １４３，９４３千円（特定財源３，６６６千円） 

② 介護人材の確保支援   ２３，９８０千円 

（見直し後） 
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「介護職の住まい支援」による介護人材の確保・定着支援と介護基盤整備の推進 

 

【東京都】介護職員宿舎借り上げ支援事業（令和 5 年度をもって新規募集終了予定） 

対象事業所：区市町村と福祉避難所協定を締結している特別養護老人ホーム、介護保険施設、介護付き有料老人ホーム等 

対象入居者：介護職員、サービス提供責任者、生活相談員（支援相談員） 

助成要件：事業所の利用定員数に応じて最大２０戸、１戸あたり上限４年間 

助 成 額：宿舎１戸あたり月８２，０００円上限、助成率７／８ 

利用実績（区内施設）：（令和３年度）３１施設１９７戸 （令和４年度）未定 

【世田谷区】介護職員等宿舎借上げ支援事業 

対象事業所：区と福祉避難所協定を締結している地域密着型 

サービス事業所 

対象入居者：介護職員、生活相談員（支援相談員） 

助 成 要 件：１事業所あたり上限なし、１戸あたり上限４年間 

助 成 額：宿舎１戸あたり月８２，０００円上限、 

助成率７／８ 

利 用 実 績：（令和３年度）３施設９戸 

 （令和４年度）４施設１１戸（予定） 

【世田谷区】特別養護老人ホーム介護職員 

宿舎借上げ支援事業 

対象事業所：特別養護老人ホーム（地域密着型含む） 

対象入居者：介護職員、生活相談員（支援相談員）、看護職員、 

栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、医師 

助 成 要 件：１事業所あたり最大４戸、１戸あたり上限４年間 

助 成 額：宿舎１戸あたり月８２，０００円上限、 

助成率７／８ 

利 用 実 績：（令和３年度）１２施設３０戸 

（令和４年度）１４施設３９戸（予定） 

【世田谷区】（仮称）地域密着型サービス事業所 

宿舎借上げ支援事業 

対象事業所：①定期巡回・随時対応型訪問介護看護（8 事業所） 

②小規模多機能型居宅介護（13 事業所） 

③看護小規模多機能型居宅介護（4 事業所） 

④認知症高齢者グループホーム（44 事業所） 

対象入居者：介護職員、看護師、介護支援専門員等 

助 成 要 件：１事業所あたり上限４戸、１戸あたり上限４年間 

助 成 額：宿舎１戸あたり月８２，０００円上限 

助成率７／８ 

予算要求額：１０９，１６７千円（１６２戸分） 

＠64,297（1 戸平均）×7/8（補助率）×231 人（入居対象者数） 

×70％（申請率）×12 か月 

【世田谷区】介護人材採用活動経費助成事業 

対象事業所：介護サービス事業所（福祉用具等は除く） 

助 成 額：サービス種別により上限２００，０００円～４００，０００円 

事 業 概 要：助成金の使途について、求人サイトや求人広告の掲載料のほか、求職者向けパンフ 

(見直し後)  レットや自社ホームページへの求職者向け情報の追加、ＷＥＢ面接会用の事業所ＰＲ 

動画の制作費などの活用を促す仕組みに変更する。 

２７，０７２千円 ＜特定財源：なし＞ ７，７０４千円 ＜特定財源：都補助金(1/2) ３，６６６千円＞ １０９，１６７千円 ＜特定財源：なし＞ 

（令和３年度）都全体で２，３４４戸分 

新 規 

上乗せ 

特養ホームは、都と区の事業
を利用することで、 

全ての要望に応えられている 介護職の住まい支援（２１２戸分 １４３，９４３千円） 

対
象
拡
充 

２３，９８０千円 見直し・充実 

介護人材の確保支援 

地域密着型サービス事業所の整備計画と推進状況 

サービス種別 
8 期整備 

計画値 

推進状況 

3 年度 4 年度 5 年度 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
2 か所 1 か所 ― ― 

小規模多機能型居宅介護 8 か所 2 か所 ２か所 ― 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
2 か所 ― １か所 １か所 

認知症高齢者グループ 

ホーム 
6 か所 ― ３か所 １か所 

  

職員確保支援 

整備促進 

職員確保・定着支援 

別 紙 
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